
令和８年度 小野市学校体育施設（体育館）開放事業実施要綱 

 

 

１ 方針 

小野市立学校施設目的外使用条例（以下「条例」という。）に基づいて実施する。 

 

２ 趣旨 

市民の体力増進、健康づくりやコミュニケーション機会の創出を目的として、小野市

立学校の体育施設を市民のスポーツ、レクリエーション活動の利用の為に一般開放する。 

 

３ 活動種目 

 活動種目は次のとおりとする。 

学校名 
主な活動種目 

バレーボール バスケットボール 卓 球 剣 道 空 手 バドミントン 

小野小学校 ○   ○ ○  

小野東小学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

河合小学校 ○   ○ ○ ○ 

来住小学校 ○  ○ ○ ○ ○ 

市場小学校 ○   ○ ○  

大部小学校 ○   ○ ○  

中番小学校 ○   ○ ○  

下東条小学校 ○   ○ ○ ○ 

小野中学校 ○ ○ ○ ○ ○  

河合中学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

小野南中学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

旭丘中学校 ※途中供用開始 ― ― ― ― ― ― 

小野特別支援学校    ○ ○  

※その他活動種目の実施可否は、スポーツ振興課と各学校の協議により決定する。 

 

４ 開放時間 

開放時間は次のとおりとする。 

○小学校・特別支援学校体育施設 

開放施設 開放日 開放時間 利用区分 

体育館 
平 日 １９：００ ～ ２２：００ 午前  ９：００ ～ １２：００ 

午後 １３：００ ～ １７：００ 

夜間 １９：００ ～ ２２：００ 土日祝 ９：００ ～ ２２：００ 

  ○中学校体育施設 

開放施設 開放時間・利用区分 

体育館 

武道場 
夜間 １９：００ ～ ２２：００ 

※開放時間のうち、市内のスポーツクラブ２１・スポーツ少年団等の団体が使用

する時間を除く。 

※当該体育施設を学校行事に使用するとき、その他教育委員会が特に必要がある

と認めるときは開放を中止、又は開放日時を変更する。 



 

５ 開放対象 

開放対象は、原則として小野市内に在住又は在勤する者が５人以上であり、かつ、

監督者として成人が含まれる団体又はグループ（以下「団体」という。）とする。 

 

６ 団体登録及び利用手続 

施設の利用を希望する団体は、登録申請書若しくは継続登録申請書を小野市教育

委員会（以下「市教委」という。）へ提出し、事前に市教委の承認を得ること。 

同承認を得た団体は、利用希望日の３日前までに「学校体育施設（体育館）使用

許可申請書」を当該学校へ３部提出し、学校長の承認を得ること。その後、複写で

ある２部を市教委へ提出し、利用許可を受けるとともに小野市が指定する金融機関

へ使用料を事前に納付すること。 

※上記使用許可申請書は、利用希望月の前月から提出を受付ける。 

※利用月ごとにまとめて申請を行う。 

 

７ 使用料 

学校体育施設の使用料は次のとおりとする。（条例施行規則第５条第２項） 

利用施設 学校名 使用料（１回あたり） 

体育館 

小野小学校 

１，３００円 

小野東小学校 

河合小学校 

中番小学校 

下東条小学校 

小野中学校 

河合中学校 

小野南中学校 

来住小学校 

１，０００円 

市場小学校 

大部小学校 

旭丘中学校 

小野特別支援学校 

格技場 

河合中学校 

小野南中学校 

旭丘中学校 

 

※原則として既納の使用料は還付しない。 

ただし、学校行事及び災害等特別な理由により施設を利用できなかった場合、

かつ、市教委が同理由を認めた場合に限り、当該使用料を翌月以降に団体の代表

者へ還付する。なお、振替額は特別な理由により施設を利用しなかった日数に係

る額とし、振替期間は同年度中に限るものとする。 

 

８ 利用回数等の制限 

利用回数は、原則として１週間で１回以内とする。 

また、広く利用機会を確保する観点から、原則、同一の団体が複数校で活動登録

することは認めない。 

なお、団体名が異なるものの、構成員の同一性が認められる場合も同様とする。 

 

 



 

９ 利用者の遵守事項 

(1) 学校体育施設の利用にあたり、利用上の注意を守ること。 

 (2) 開放時間を厳守するとともに近隣住民に迷惑をかけないこと。 

  (3) 学校長の指示に従うこと。 

 (4) 学校消耗品であるボール等は、使用しないこと。 

 (5) 利用後は、学校体育施設使用報告書に必要事項を記入し、当該校に提出すること。 

（6）申請後、利用しなかった際は、学校体育施設使用報告書にその旨を記入すること。 

 (7) 上記事項を遵守できない団体は、即時、利用を禁止する場合があること。 

また、その後の利用についても禁止する場合があること。 

 

１０ 損害の賠償 

利用者は、利用中に施設や備品等を損傷又は滅失したときは、当該校長に届け出

た後、市教委が指定する額（賠償額）を賠償しなければならない。 

 

１１ 事故等の責任 

利用者がその利用中、自己の過失により負傷又は死亡したときは、市教委は一切

の責任を負わない。 

 

１２ その他 

 (1) 学校長は、施設開放に伴う利用者の利用指導、施設の管理及び連絡調整を図る。 

 (2) 学校長は、学校体育施設使用報告書を市教委へ１ヶ月分まとめて提出する。 


